
厚木市避難所運営委員会交付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、厚木市避難所運営委員会（市が指定する指定避難場所の運営を

行うために組織した団体をいう。以下「運営委員会」という。）が行う事業に要す

る経費に対し、予算の範囲内において厚木市避難所運営委員会交付金（以下「交付

金」という。）を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象事業） 

第２条 この要綱における交付対象事業は、次に掲げる事業とする。 

(1) 避難所運営マニュアル作成に関する事業 

(2) 情報交換及び連絡体制に関する事業 

(3) 避難所に必要な資機材等備蓄物資の維持管理に関する事業 

(4) 訓練に関する事業 

(5) その他運営委員会の目的の達成に必要な事業 

（申請手続） 

第３条 交付金の交付を受けようとする運営委員会の代表者（以下「申請者」とい

う。）は、厚木市避難所運営委員会交付金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる

書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

（交付金の交付等） 

第４条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と

認めたものについて、４万円を上限に交付金額を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付金額を決定したときは、速やかに交付金交付決定

通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により通知した後、交付金の交付決定を受けた申請者（以下

「交付決定者」という。）からの請求に基づき交付金を交付するものとする。 

４ 市長は、事業完了前に交付金の全部又は一部を交付することができるものとする。 

（交付条件） 

第５条 交付金の交付の条件は、次のとおりとする。 

(1) 目的外への使用は一切しないこと。 

(2) 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。 

（交付金の返還） 

第６条 市長は、交付金を目的外に使用したとき又は不正な方法により交付金の交付

を受けたことが判明したときは、交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付し

た交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（実績報告） 

第７条 交付決定者は、事業完了の日から 30 日以内に厚木市避難所運営委員会交付

金実績報告書（第３号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければな

らない。 

(1) 事業報告書 

(2) 収支決算書 

(3) その他活動内容等が分かる資料 

 

附 則 

 この要綱は、平成 15 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 



附 則 

 この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（第３条関係） 
 

厚木市避難所運営委員会交付金交付申請書 
 
 

  年  月  日 
 （宛先） 
  厚木市長 
 
  
                    所在地   
                    団体名   
                    代表者             
 
 
 
 
 厚木市避難所運営委員会交付金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 申請金額 円 

２ 添付書類 □ 事業計画書 
□ 収支予算書 

 



 
 

事業計画書 
 

団体名            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 内容等 

４月  

５月  

６月  

７月  

８月  

９月  

１０月  

１１月  

１２月  

１月  

２月  

３月  

摘要  

 



 
 

収支予算書 
 

団体名            
 

 
  収入の部                         （単位：円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  支出の部                         （単位：円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区  分 予 算 額 摘  要 

   

   

   

合  計   

 

区  分 予 算 額 摘  要 

   

   

   

   

   

   

合  計   

 



第２号様式（第４条関係） 
 

交付金交付決定通知書 
 

  年  月  日 
 
 
 

       様 
 
 
                                       厚木市長         印 
 
 
    年  月  日付けで申請があった厚木市避難所運営委員会交付金につい

ては、次のとおり決定したので通知します。 
 

１ 事業の名称  

２ 交付金交付 
  決 定 金 額                           円 

３ 交 付 条 件      

(1) この交付金は、  年度厚木市避難所運営委員会活動事業の

ために交付するものであり、目的外への使用は一切しないこ

と。 

(2) 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。 

(3) 不正な方法により交付金の交付を受けたことが判明した場合

には、交付金交付の決定が取り消され、交付された交付金の全

部又は一部の返還を命ずることができるものであること。 

(4) 交付事業が完了したときは、30 日以内に厚木市避難所運営委

員会交付金実績報告書（第３号様式）に事業報告書及び収支決

算書を添えて市長に報告すること。 

(5) 交付時期    年 月 

 



第３号様式（第７条関係） 
 

厚木市避難所運営委員会交付金実績報告書 
 
 

  年  月  日 
 （宛先） 
  厚木市長 
 
 
                    所在地   
                    団体名   
                    代表者             
 
 
 
 
   年  月  日付で交付決定を受けた厚木市避難所運営委員会活動事業に

係る交付金について、次のとおり報告します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 交付金額                円 

２ 添付書類 □ 事業報告書 
□ 収支決算書 

 



 
 

事業報告書 
 

団体名            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 内容等 

４月  

５月  

６月  

７月  

８月  

９月  

１０月  

１１月  

１２月  

１月  

２月  

３月  

摘要  

 



 
 

収支決算書 
 

団体名            
 
 

 
  収入の部                        （単位：円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  支出の部                        （単位：円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区  分 予 算 額 決 算 

額 増減（△） 摘  要 

     

     

     

合  計     

区  分 予 算 額 決 算 額 増減（△） 摘  要 

     

     

     

     

     

     

合  計     

 


